
 

 

 

 

 

 

 

 

Tax Analysis 
 

中国版 CRS規則の公布： 

金融機関に対するコンプライ

アンスへの取り組み要求 

 

国家税務総局、財政部及びその他関係部門が 2017年 5月 19日に共同で「非

居住者金融口座の税務関連情報に関するデューディリジェンス管理弁法」1

（当該文書は「共通報告基準（Common Reporting Standard）」の関連内容

に基づき制定されたものである。以下、「CRSローカル管理弁法」或いは

「弁法」）を公布した。2017年 7月 1日から施行される。これを以って、遂

にこれまで注目を集めてきた「中国版 CRS規則」の導入が正式に決まった。 

 

多国間の自動的情報交換（Automatic Exchange of Information：AEOI）を推

進し、国際租税協力を通じて国際的租税回避を防止することを目的として、

経済協力開発機構（OECD）は 2014年に、米国の「海外口座税収コンプライ

アンス法案（Foreign Account Tax Compliance Act ：FATCA）に関する政府

間協定をベースに、「金融口座の自動情報交換のための新国際基準」を公布

した。中国は 2014年 9月に当該基準の導入を承諾し、2015年 12月に「金

融口座の税務関連情報の自動的交換に関する税務当局間の相互協議」に署名

した。国家税務総局は 2016年 10月 14日に「非居住者金融口座の税務関連

情報に関するデューディリジェンス管理弁法（意見募集稿）」を公布し、パ

ブリックコメントの募集を行った。今回公布された CRSローカル管理弁法

は、中国における AEIO基準導入に関する正式文書であり、実施に関する詳

細事項の最終的な決定を意味するものである。 

 

弁法における金融機関及び口座の認定、識別プロセス、資料提出などの手続

面の規定は、意見募集稿とほぼ一致している。弁法の規定により、金融機関

はデューデリジェンスの実施を通じて、非居住者が所有する特定の金融口座

を識別し、これらの関連情報を税務当局に報告し、報告された非居住者の特

定金融口座の情報は、各国（地域）の税務当局間で相互に共有される。意見

募集稿と比べ、弁法は細部の修正が見られる。例えば：米ドル建で金融口座

の合計残高を計算すること、及び非米ドル貨幣の換算方法について明確にし

た。期限に関する一部の調整が行われ、金融機関を対象として、国家税務総

局ウェブサイトでの登録要求が新たに追加された。金融機関の規定違反行為

に対する措置について明確化した。 

 

コンプライアンス申告の主体：金融機関 

 

弁法でいう金融機関は、預金機関、カストディアン、投資機関、特定の保険
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機関及びその支店を含む。具体的には、CRS規則に基づきコンプライアンス

上の関連手続きを行う必要のある金融機関は下記を含む： 

 

1. 商業銀行、農村信用合作社など、大衆預貯金の吸収を行う金融機関及び

政策性銀行 

2. 証券会社 

3. 先物取引会社 

4. 証券投資基金管理会社、私募ファンド管理会社、私募ファンド管理業務

に従事するパートナーシップ企業 

5. キャッシュバリューのある保険或いは年金業務を取り扱う保険会社、保

険資産管理会社 

6. 信託会社 

7. 条件に合致するその他の機関。投資、再投資或いは金融資産の売買を目

的として設立された投資実体（例えば、証券投資基金、私募ファンドな

ど）、及びその他の投資実体を含む 

 

デューデリジェンスの対象：金融口座 

 

CRS執行におけるコンプライアンス対応として、上述の金融機関は 2017年

7月 1日から、弁法において定められた「金融口座」（組織機構及び個人を

対象とする既存口座と新設口座を含む）に対して、法定のデューデリジェン

スを実施する必要がある。「金融口座」の内、2017年 6月 30日以前に、既

に金融機関で開設済みの口座は既存口座に属し、2017年 7月 1日以降に新た

に開設する口座は原則として新設口座に属すが、当該口座の所有者が 2017

年 6月 30日以前に同一の金融機関で一定の条件に合致するその他の口座を持

っている場合、当該口座は既存口座と分類される。 

 

CRSローカル管理弁法によれば、上述の「金融口座」は預金口座、カストデ

ィアン口座（例えば、証券管理口座、金融商品、基金、信託プラン、集合資

産管理プランなど）、その他口座（例えば、キャッシュバリューのある保険

契約、私募ファンドのパートナーシップ権益など）の 3種類を含む。 

 

デューデリジェンスの手続及び実施期限 

 

金融機関の実施すべきデューデリジェンスは、その必要手続と実施期限が金

融口座の種類別に定められている。 

 

口座の種類 詳細 必要手続 実施期限 

個

人 

新設 
2017年 7月 1日以降

に開設 

声明文書+合理性監

査 

2017年 7月 1

日から開始 

既

存 

低

額 

2017年 6月 30日現在

の口座合計残高が 100

万米ドルを超えない 

保存データの検索

（電子） 

2018年 12月

31日までに完

了 

高

額 

2017年 6月 30日現在

の口座合計残高が 100

万米ドル以上 

保存データの検索

（電子+書面）+担

当マネージャーへ

の問い合わせ 

2017年 12月

31日までに完

了 

組

織

機

構 

新設 
2017年 7月 1日以降

に開設 

声明文書+合理性監

査 

2017年 7月 1

日から開始 

既

存 

低

額 

2017年 6月 30日現在

の口座合計残高が 25

万米ドルを超えない 

なし なし 

高

額 

2017年 6月 30日現在

の口座合計残高が 25

万米ドル以上 

保存データの検索+

一部口座に関する

声明文書 

2018年 12月

31日までに完

了 
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コンプライアンス情報の報告 

 

弁法の規定により、金融機関は 2017年 12月 31日までに国家税務総局ウェブサイトでの登録手続を完了し、且つ毎年

の 5月 31日までに非居住者の口座情報を規定通りに報告しなければならない。 

 

非居住者の金融口座に関する税務関連情報の報告の要求について、国家税務総局は別途実施細則を公布する。 

 

 

デロイトの考察とアドバイス 

 

弁法の正式施行が差し迫っており、特に個人と組織機構による新設口座開設に関する非居住者口座声明文書の取得及び

合理性監査の実施について、僅か 1ヶ月強の猶予しか残されていない。従って、中国の金融機関は即座に行動を起こ

し、積極的に対応することで CRS関連のコンプライアンス義務を適時且つ効率的に履行し、合理的にコンプライアン

スリスクに対応する必要がある。 

 

金融機関における短期的対策のキーポイント 

 

 弁法における各条項の規定を正確に理解し、口座管理の現行体制に存在する潜在的なコンプライアンスリスク

を全面的に整理し、識別する。例えば 

 既存の商品・業務に対して種類の整理を行い、デューデリジェンスの対象となる金融口座を識別する。 

 口座管理に関する現行のプロセスと制度に及ぼす影響を識別する。 

 口座情報管理システム及び業務システムに及ぼす影響を識別する。など 

 

 新設口座を対象とするデューデリジェンスの実施案を制定するとともに、既存の口座開設・顧客受入体制の全

面的整備（口座開設申込書テンプレートの修正、既存口座を対象とするデューデリジェンス手続き（例えば

KYCプロセス）の修正、及びその他の関連コンプライアンス手続など）を行うことで、口座に対する非居住者

身分の識別と情報収集に関する弁法の規定に対応する。 

 

 既存口座を対象とするデューデリジェンスの実施案を制定するとともに、既存口座顧客に関する CRS対応関連

情報を収集し、弁法で定められたデューデリジェンスを実施し、既存口座顧客の情報に対する整理と追加入力

を行う。 

 

 金融口座を対象とするデューデリジェンス管理制度の整備を行い、必要に応じて実施規範の制定とシステムの

改良を行うことで、金融口座に関する情報報告の要求に対応する。 

 

金融機関における長期的取組みの目標 

 

顧客情報の変更、商品と業務の革新、顧客集めのルート変更等の要素がもたらす CRSへの影響に有効に対応できるよ

う、コンプライアンス制度の整備、情報システムの調整、担当者のコンプライアンス意識の養成と能力の向上など多方

面において、継続的に全面的なコンプライアンスのメカニズムを構築、整備する必要がある。 

 

デロイトは中国における CRS規則の導入について考察を行っており、金融機関向けの CRSコンプライアンスサポー

トについて豊富な実務経験を有しております。具体的には、過去の Tax Analysis2をご参考ください。ご要望がござい

ましたら、デロイトの FATCA/CRSサービスチームまで、お問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 デロイト Tax Analysis：「非居住者金融口座の税務関連情報に関するデューディリジェンス」の公布に向けて：

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/tax/ta-2016/deloitte-cn-tax-tap2472016-zh-161017.pdf 
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